
大
分
県
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
四
十
一
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

 
 
 

 
 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

 

正 
 
 

案

現 
 

 
 

 
 
 

行

大
分
県
土
砂
等
の
堆
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例

大
分
県
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

堆
積
行
為

に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
土
砂
基
準
等
（
第
六
条
）

第
二
章

た
い
積
行
為
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
安
全
基
準
等
（
第
六
条
）

第
三
章

不
適
正
な
堆
積
行
為

の
禁
止
等
（
第
七
条
・
第
八
条
）

第
三
章

不
適
正
な
た
い
積
行
為
の
禁
止
等
（
第
七
条
・
第
八
条
）

第
四
章
～
第
六
章

（
略
）

第
四
章
～
第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
大
分
県
環
境
基
本
条
例
（
平
成
十
一
年
大
分
県
条
例
第
三

十
二
号
）
第
三
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
土
砂
等
の
堆
積
行
為

に

よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
水
質
の
汚
濁 

 
 

 
 

 
 
 

を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
の
規
制
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
生
活
環
境
を
保

全
す
る 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
大
分
県
環
境
基
本
条
例
（
平
成
十
一
年
大
分
県
条
例
第
三

十
二
号
）
第
三
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
に

よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
水
質
の
汚
濁
並
び
に
災
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
の
規
制
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
生
活
環
境
を
保

全
す
る
と
と
も
に
、
生
活
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

堆
積
行
為 

 

埋
立
て
、
盛
土
そ
の
他
の
土
地
（
公
有
水
面
以
外
の
水
面
を

含
む
。
）
へ
の
土
砂
等
の
堆
積

を
行
う
行
為
（
製
品
の
製
造
若
し
く
は
加
工

の
た
め
の
原
材
料
又
は
試
験
、
検
査
等
の
た
め
の
試
料
と
し
て
土
砂
等
の
堆
積

を
行
う
行
為
そ
の
他
生
活
環
境
保
全
上
必
要
な
措
置
が
図
ら
れ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

て
い
る
も

二

た
い
積
行
為

埋
立
て
、
盛
土
そ
の
他
の
土
地
（
公
有
水
面
以
外
の
水
面
を

含
む
。
）
へ
の
土
砂
等
の
た
い
積
を
行
う
行
為
（
製
品
の
製
造
若
し
く
は
加
工

の
た
め
の
原
材
料
又
は
試
験
、
検
査
等
の
た
め
の
試
料
と
し
て
土
砂
等
の
た
い

積
を
行
う
行
為
そ
の
他
生
活
環
境
保
全
上
必
要
な
措
置
が
図
ら
れ
、
か
つ
、
土

砂
等
の
崩
落
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
図
ら
れ
て
い
る
も

別紙２



の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
い
う
。

（
削
る
）

三

土
砂
等
の
崩
落
等

土
砂
等
の
崩
落
、
飛
散
及
び
流
出
を
い
う
。

三

特
定
事
業

土
砂
等
の
堆
積
行
為

に
供
す
る
区
域
（
宅
地
造
成
そ
の
他
の

事
業
が
行
わ
れ
る
一
団
の
土
地
の
区
域
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
宅
地
造
成

等
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
当
該
事
業
の
工
程
の
一
部
と
し
て
土
砂
等

の
堆
積
行
為

が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
が
行
わ
れ
る
一
団

の
土
地
の
区
域
）
以
外
の
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
を
使
用
し
、
堆
積
行

為

を
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
土
砂
等
の
堆
積
行
為

に
供
す
る
区
域
の
面
積

（
宅
地
造
成
等
区
域
に
お
い
て
は
、
当
該
宅
地
造
成
等
区
域
内
に
あ
る
土
砂
等

の
堆
積
行
為

に
供
す
る
区
域
の
面
積
の
合
計
）
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
も
の
を
い
う
。

四

特
定
事
業

土
砂
等
の
た
い
積
行
為
に
供
す
る
区
域
（
宅
地
造
成
そ
の
他
の

事
業
が
行
わ
れ
る
一
団
の
土
地
の
区
域
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
宅
地
造
成

等
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
当
該
事
業
の
工
程
の
一
部
と
し
て
土
砂
等

の
た
い
積
行
為
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
が
行
わ
れ
る
一
団

の
土
地
の
区
域
）
以
外
の
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
を
使
用
し
、
た
い
積

行
為
を
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
に
供
す
る
区
域
の
面
積

（
宅
地
造
成
等
区
域
に
お
い
て
は
、
当
該
宅
地
造
成
等
区
域
内
に
あ
る
土
砂
等

の
た
い
積
行
為
に
供
す
る
区
域
の
面
積
の
合
計
）
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
も
の
を
い
う
。

（
県
の
責
務
）

（
県
の
責
務
）

第
三
条

県
は
、
土
砂
等
の
堆
積
行
為

に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
水
質
の
汚
濁

 
 

 
 
 

 
 
 

 

（
以
下
「
土
壌
汚
染
等
」
と
い
う
。
）
の
発
生
を
未
然
に

防
止
す
る
た
め
、
土
砂
等
の
堆
積
行
為

の
適
正
化
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る

も
の
と
す
る
。

第
三
条

県
は
、
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
水
質
の
汚
濁
並

び
に
土
砂
等
の
崩
落
等
（
以
下
「
土
壌
汚
染
等
」
と
い
う
。
）
の
発
生
を
未
然
に

防
止
す
る
た
め
、
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
適
正
化
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る

も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
土
砂
等
の
堆
積
行
為

に
よ
る
土
壌
汚
染
等
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
、
市
町
村
と
連
携
し
て
土
砂
等
の
堆
積
行
為

の
状
況
を
把
握
す
る
と
と

も
に
、
不
適
正
な
土
砂
等
の
堆
積
行
為

を
監
視
す
る
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と

す
る
。

２

県
は
、
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
に
よ
る
土
壌
汚
染
等
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
、
市
町
村
と
連
携
し
て
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
状
況
を
把
握
す
る
と
と

も
に
、
不
適
正
な
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
を
監
視
す
る
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と

す
る
。

３

県
は
、
市
町
村
が
行
う
土
砂
等
の
堆
積
行
為

の
適
正
化
に
関
す
る
施
策
が
十

分
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
市
町
村
が
行
う
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
適
正
化
に
関
す
る
施
策
が
十

分
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
等
の
責
務
）

（
事
業
者
等
の
責
務
）

第
四
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
、
土
砂
等
の
堆
積
行
為

に
よ
る

土
壌
汚
染
等
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
、
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
に
よ
る

土
壌
汚
染
等
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
砂
等
の
堆
積
行
為

を
行
う
者
は
、
当
該
堆
積
行
為

に
よ
る
土
壌
汚
染
等

の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
県
及
び

２

土
砂
等
の
た
い
積
行
為
を
行
う
者
は
、
当
該
た
い
積
行
為
に
よ
る
土
壌
汚
染
等

の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
県
及
び



市
町
村
が
実
施
す
る
土
砂
等
の
堆
積
行
為

の
適
正
化
に
関
す
る
施
策
に
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
町
村
が
実
施
す
る
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
適
正
化
に
関
す
る
施
策
に
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

土
砂
等
を
運
搬
す
る
事
業
を
行
う
者
は
、
堆
積
行
為

に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等

を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
砂
等
の
汚
染
の
状
況
を
確
認
し
、
堆
積

行
為

に
よ
り
土
壌
の
汚
染
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
土
砂
等
を
運
搬
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

土
砂
等
を
運
搬
す
る
事
業
を
行
う
者
は
、
た
い
積
行
為
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等

を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
砂
等
の
汚
染
の
状
況
を
確
認
し
、
た
い

積
行
為
に
よ
り
土
壌
の
汚
染
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
土
砂
等
を
運
搬
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
所
有
者
等
の
責
務
）

（
土
地
所
有
者
等
の
責
務
）

第
五
条

土
地
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
は
、
土
砂
等
の
堆
積
行
為

を
行

う
者
に
対
し
土
地
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
堆
積
行
為

に
よ
る
土

壌
汚
染
等
の
発
生
の
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町

村
が
実
施
す
る
土
砂
等
の
堆
積
行
為

の
適
正
化
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

土
地
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
は
、
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
を
行

う
者
に
対
し
土
地
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
た
い
積
行
為
に
よ
る
土

壌
汚
染
等
の
発
生
の
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町

村
が
実
施
す
る
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
適
正
化
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

堆
積
行
為

に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
土
砂
基
準
等

第
二
章

た
い
積
行
為
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
安
全
基
準
等

第
六
条

知
事
は
、
堆
積
行
為

に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
汚
染
に
係
る
環
境
上
の

条
件
に
つ
い
て
、
人
の
健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全
す
る
上
で
維
持

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
基
準
（
以
下
「
土
砂
基
準
」
と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め

る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

知
事
は
、
た
い
積
行
為
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
等
の
汚
染
に
係
る
環
境
上
の

条
件
に
つ
い
て
、
人
の
健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全
す
る
上
で
維
持

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
基
準
（
以
下
「
安
全
基
準
」
と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め

る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
堆
積
行
為

に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
層
を
通
過
し
た
雨
水
等
（
以

下
「
浸
透
水
」
と
い
う
。
）
の
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
上
の
条
件
に
つ
い
て
、

人
の
健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全
す
る
上
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
な
基
準
（
以
下
「
水
質
基
準
」
と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
た
い
積
行
為
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
層
を
通
過
し
た
雨
水
等
（
以

下
「
浸
透
水
」
と
い
う
。
）
の
水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
上
の
条
件
に
つ
い
て
、

人
の
健
康
を
保
護
し
、
及
び
生
活
環
境
を
保
全
す
る
上
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
な
基
準
（
以
下
「
水
質
基
準
」
と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
土
砂
基
準
及
び
水
質
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
大
分
県
環
境
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

３

知
事
は
、
安
全
基
準
及
び
水
質
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
大
分
県
環
境
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

第
三
章

不
適
正
な
堆
積
行
為

の
禁
止
等

第
三
章

不
適
正
な
た
い
積
行
為
の
禁
止
等

（
土
砂
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
の
堆
積
行
為

の
禁
止
等
）

（
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
禁
止
等
）

第
七
条

何
人
も
、
土
砂
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
を
使
用
し
て
堆
積
行
為

を

第
七
条

何
人
も
、
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
を
使
用
し
て
た
い
積
行
為
を



行
い
、
又
は
土
砂
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
を
使
用
し
て
堆
積
行
為

を
行
う

者
に
対
し
土
地
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

行
い
、
又
は
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
を
使
用
し
て
た
い
積
行
為
を
行
う

者
に
対
し
土
地
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
堆
積
行
為

に
土
砂
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
が
使
用
さ
れ
て
い

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
堆
積
行
為

を
行
っ
た
者
に
対
し
、
当
該
堆
積
行
為

に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
全
部
又
は
一
部
の
撤
去
そ
の
他
の
当
該
堆
積
行
為

に
よ
る
土
壌
汚
染
等 

 
 
 

 
 

 

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
執
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
た
い
積
行
為
に
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂
等
が
使
用
さ
れ
て
い

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
た
い
積
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
当
該
た
い
積
行

為
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
全
部
又
は
一
部
の
撤
去
そ
の
他
の
当
該
た
い
積
行
為

に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
水
質
の
汚
濁
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
執
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
土
砂
等
の
堆
積
行
為

に
供
す
る
区
域
内
の
浸
透
水
が
水
質
基
準
に

適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
堆
積
行
為

を
行
っ
た
者
に
対
し
、

当
該
堆
積
行
為

の
中
止
、
原
因
の
調
査
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な

措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
に
供
す
る
区
域
内
の
浸
透
水
が
水
質
基
準
に

適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
た
い
積
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
、

当
該
た
い
積
行
為
の
中
止
、
原
因
の
調
査
そ
の
他
の
生
活
環
境
の
保
全
上
必
要
な

措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
崩
落
等
の
防
止
措
置
）

第
八
条

削
除 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

第
八
条

土
砂
等
の
た
い
積
行
為
を
行
う
者
は
、
た
い
積
行
為
に
使
用
さ
れ
た
土
砂

等
の
崩
落
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

２

知
事
は
、
た
い
積
行
為
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
の
崩
落
等
が
生
じ
、
又
は
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
た
い
積

行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
生
活
環
境
の
保
全
又
は
生
活
の
安
全
の
確
保
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

特
定
事
業
に
関
す
る
規
制

第
四
章

特
定
事
業
に
関
す
る
規
制

（
特
定
事
業
の
許
可
）

（
特
定
事
業
の
許
可
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

特
定
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
特
定
事
業
に
供
す
る
区
域
（
以
下
「
特

定
事
業
区
域
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
事
業
が
次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
及
び
砂
利
採
取
法
（
昭

二

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
及
び
砂
利
採
取
法
（
昭



和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
採
取
計
画
に
基

づ
き
、
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
を
一
時
的
に
堆
積
し

、
又
は
採
取
跡
に
埋
め
戻

す
事
業

和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
採
取
計
画
に
基

づ
き
、
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
を
一
時
的
に
た
い
積
し
、
又
は
採
取
跡
に
埋
め
戻

す
事
業

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

知
事
は
、
生
活
環
境
の
保
全 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

の
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
生
活
環
境
の
保
全
又
は
生
活
の
安
全
の
確
保
の
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
申
請
）

（
許
可
の
申
請
）

第
十
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次 

 
 

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
事
業
区
域
の
所
在
地
及
び
面
積

二

特
定
事
業
区
域
の
位
置

及
び
面
積

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

特
定
事
業
区
域 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

内
の
土
壌
の
汚
染
状
態
に
つ
い
て
の
検
査
の
結
果
。
た
だ

し
、
当
該
特
定
事
業
が
他
の
場
所
へ
の
土
砂
等
の
搬
出
を
目
的
と
し
た
一
時
的

な
事
業
（
以
下
「
一
時
的
堆
積
事
業

」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

堆
積
行
為
を
行
う
前
の
土
壌
と
使
用
さ
れ
る
土

砂
等
と
を
遮
断
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

六

特
定
事
業
区
域
及
び
特
定
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
以
下
「
特
定
事
業
場
」

と
い
う
。
）
の
区
域
内
の
土
壌
の
汚
染
状
態
に
つ
い
て
の
検
査
の
結
果
。
た
だ

し
、
当
該
特
定
事
業
が
他
の
場
所
へ
の
土
砂
等
の
搬
出
を
目
的
と
し
た
一
時
的

な
事
業
（
以
下
「
一
時
的
た
い
積
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
特
定
事
業
場
の
構
造
が
た
い
積
行
為
を
行
う
前
の
土
壌
と
使
用
さ
れ
る
土

砂
等
と
を
遮
断
す
る
も
の
で
あ
る 

 
 

 
 

と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
削
る
）

九

特
定
事
業
が
完
了
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
事
業
場
の
構
造
（
一
時
的

た
い
積
事
業
に
あ
っ
て
は
、
土
砂
等
の
最
大
た
い
積
時
に
お
け
る
当
該
特
定
事

業
場
の
構
造
）

九

（
略
）

十

（
略
）

（
削
る
）

十
一

特
定
事
業
が
施
行
さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
特
定
事
業
場
の
区
域
外
へ
の



土
砂
等
の
崩
落
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

十

（
略
）

十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
許
可
の
基
準
）

第
十
一
条

（
略
）

（
許
可
の
基
準
）

第
十
一
条

知
事
は
、
第
九
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適

合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

申
請
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

第
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
、
必
要
な
措
置
を

完
了
し
て
い
な
い
者

イ

第
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
九
条
第
六
項
、
第
二
十
条
第
四

項
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
、
必
要
な
措
置
を

完
了
し
て
い
な
い
者

ロ
～
ト

（
略
）

ロ
～
ト

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
定
事
業
区
域 

 

内
の
土
壌
が
土
砂
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
前
条
第
一
項
第
六
号
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
く
。

三

特
定
事
業
場
の
区
域
内
の
土
壌
が
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
前
条
第
一
項
第
六
号
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
く
。

（
削
る
）

四

特
定
事
業
が
完
了
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
事
業
場
の
構
造
（
一
時
的

た
い
積
事
業
に
あ
っ
て
は
、
土
砂
等
の
最
大
た
い
積
時
に
お
け
る
当
該
特
定
事

業
場
の
構
造
）
が
、
特
定
事
業
場
の
区
域
外
へ
の
土
砂
等
の
崩
落
等
の
発
生
の

お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

四

特
定
事
業
が
施
行
さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
当
該
特
定
事
業
区
域
内
の
浸
透

水
を
採
取
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当

該
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

と
知
事
が
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

特
定
事
業
が
施
行
さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
当
該
特
定
事
業
区
域
内
の
浸
透

水
を
採
取
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

（
削
る
）

六

特
定
事
業
が
施
行
さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
当
該
特
定
事
業
場
の
区
域
外
へ

の
土
砂
等
の
崩
落
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

（
削
る
）

２

第
九
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
、
法
令
又
は
他
の
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お



い
て
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
許
認
可
等
（
許
可
、
認
可
、
免
許
そ
の

他
の
処
分
を
い
う
。
）
を
要
す
る
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
法
令
等
に

よ
り
土
砂
等
の
崩
落
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
前
項
第
四

号
及
び
第
六
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
二
条
・
第
十
三
条

（
略
）

第
十
二
条
・
第
十
三
条

（
略
）

（
土
砂
等
の
搬
入
の
届
出
）

（
土
砂
等
の
搬
入
の
届
出
）

第
十
四
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業

区
域
に
土
砂
等
を
搬
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

土
砂
等
の
採
取
場
所
ご
と
に
、
当
該
土
砂
等
が
当
該
採
取
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
採
取
元
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

当
該
土
砂
等
が
土
砂
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
土
砂

基
準
適
合
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
て
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
土
砂

基
準
適
合
証
明
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業

区
域
に
土
砂
等
を
搬
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

土
砂
等
の
採
取
場
所
ご
と
に
、
当
該
土
砂
等
が
当
該
採
取
場
所
か
ら
採
取
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
採
取
元
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び

当
該
土
砂
等
が
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
安
全

基
準
適
合
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
て
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
安
全

基
準
適
合
証
明
書
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
土
砂
等
が
、
公
共
事
業
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
で
あ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
土
砂
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承

認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
。

一

当
該
土
砂
等
が
、
公
共
事
業
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
で
あ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承

認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
土
砂
等
が
、
県
内
の
一
時
的
堆
積
事
業

を
行
う
場
所
（
当
該
場
所
に

お
い
て
、
土
砂
等
が
そ
の
採
取
場
所
ご
と
に
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
と
知
事

が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
一
時
的
堆
積
事
業

を
行
う
場
所
へ
の
搬
入
の
届
出
に
添
付
さ
れ
た
当
該

土
砂
等
に
係
る
採
取
元
証
明
書
及
び
土
砂
基
準
適
合
証
明
書
の
写
し
が
添
付
さ

れ
て
い
る
と
き
。

三

当
該
土
砂
等
が
、
県
内
の
一
時
的
た
い
積
事
業
を
行
う
場
所
（
当
該
場
所
に

お
い
て
、
土
砂
等
が
そ
の
採
取
場
所
ご
と
に
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
と
知
事

が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
採
取
さ
れ
た
土
砂
等
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
一
時
的
た
い
積
事
業
を
行
う
場
所
へ
の
搬
入
の
届
出
に
添
付
さ
れ
た
当
該

土
砂
等
に
係
る
採
取
元
証
明
書
及
び
安
全
基
準
適
合
証
明
書
の
写
し
が
添
付
さ

れ
て
い
る
と
き
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
土
砂
等
管
理
台
帳
の
作
成
）

（
土
砂
等
管
理
台
帳
の
作
成
）



第
十
五
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
に
つ
い
て
、
次 

 
 
 

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
土
砂
等
管
理
台
帳
を
作
成
し
、
知
事
に
そ
の
写
し
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る

休
止
の
届
出
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
五
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
に
使
用
さ
れ
た
土
砂
等
に
つ
い
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
土
砂
等
管
理
台
帳
を
作
成
し
、
知
事
に
そ
の
写
し
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
が
一
時
的
堆
積
事
業

に
係
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
事
業
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
土
砂
等
の
一
日
ご
と

の
量
及
び
そ
の
搬
出
先
ご
と
の
内
訳

二

当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
が
一
時
的
た
い
積
事
業
に
係
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
事
業
区
域
か
ら
搬
出
さ
れ
た
土
砂
等
の
一
日
ご
と

の
量
及
び
そ
の
搬
出
先
ご
と
の
内
訳

三

（
略
）

三

（
略
）

（
水
質
検
査
等
の
報
告
）

（
水
質
検
査
等
の
報
告
）

第
十
六
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業

が
施
行
さ
れ
て
い
る
間
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
事
業
区
域

内
の
浸
透
水
の
水
質
の
汚
濁
状
態
に
つ
い
て
の
検
査
（
以
下
「
水
質
検
査
」
と
い

う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
気
象
条
件
そ
の
他
の
や
む
を
得

な
い
事
由
に
よ
り
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
知
事
が
認
め
た
と
き

は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
事
業
区
域
（
土
砂
等
を
堆
積
し

て
い
る
区
域
に
限
る
。
）
内
の
土
壌
の
汚
染
状
態
に
つ
い
て
の
検
査
（
以
下
「
土

壌
検
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
水
質
検
査
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
十
六
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業

が
施
行
さ
れ
て
い
る
間
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
事
業
区
域

内
の
浸
透
水
の
水
質
の
汚
濁
状
態
に
つ
い
て
の
検
査
（
以
下
「
水
質
検
査
」
と
い

う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
気
象
条
件
そ
の
他
の
や
む
を
得

な
い
事
由
に
よ
り
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
知
事
が
認
め
た
と
き

は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
事
業
区
域
内
の
土
壌 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

の
汚
染
状
態
に
つ
い
て
の
検
査
（
以
下
「
土

壌
検
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
水
質
検
査
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域
内

の
浸
透
水
が
水
質
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
又
は
土
壌
が
土
砂
基
準
に
適
合

し
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域
内

の
浸
透
水
が
水
質
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
又
は
土
壌
が
安
全
基
準
に
適
合

し
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
書
類
の
閲
覧
）

（
関
係
書
類
の
閲
覧
）

第
十
七
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
現
場
事
務

第
十
七
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
現
場
事
務



所
に
お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
が
施
行
さ
れ
て
い
る
間
、
周
辺
住
民
そ
の
他
の
生

活
環
境
の
保
全 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
求
め
に

応
じ
、
当
該
特
定
事
業
に
関
し
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
た
書
類

の
写
し
及
び
土
砂
等
管
理
台
帳
を
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
に
お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
が
施
行
さ
れ
て
い
る
間
、
周
辺
住
民
そ
の
他
の
生

活
環
境
の
保
全
又
は
生
活
の
安
全
の
確
保
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
求
め
に

応
じ
、
当
該
特
定
事
業
に
関
し
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
た
書
類

の
写
し
及
び
土
砂
等
管
理
台
帳
を
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
掲
示
等
）

（
標
識
の
掲
示
等
）

第
十
八
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業

区
域
又
は
そ
の
周
辺
の
見
や
す
い
場
所
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏

名
又
は
名
称
、
現
場
責
任
者
の
氏
名
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

標
識
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業

場 
 

 
 

 
 
 

の
見
や
す
い
場
所
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏

名
又
は
名
称
、
現
場
責
任
者
の
氏
名
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

標
識
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
区
域

と
他
の
場
所
と
を
明
ら
か
に
区
別
す
る
た
め
に
必
要
な
標
示
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
場
の
区

域
と
他
の
場
所
と
を
明
ら
か
に
区
別
す
る
た
め
に
必
要
な
標
示
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
特
定
事
業
の
廃
止
等
）

（
特
定
事
業
の
廃
止
等
）

第
十
九
条

（
削
る
） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

第
十
九
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業

を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
廃
止
後
又
は
休
止
中
に
お
け
る

土
砂
等
の
崩
落
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 
 

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

（
略
）

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

当
該
特
定
事
業
区
域
内
の
土
壌
の
汚
染
及
び
浸
透
水
の
水
質
の
汚
濁
が
な
い
か
ど

う
か 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

に
つ
い

て
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

当
該
特
定
事
業
区
域
内
の
土
壌
の
汚
染
及
び
浸
透
水
の
水
質
の
汚
濁
が
な
い
か
ど

う
か
並
び
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

５

（
略
）

（
削
る
）

６

知
事
は
、
第
四
項
の
調
査
に
よ
り
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。



（
特
定
事
業
の
完
了
）

（
特
定
事
業
の
完
了
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
削
る
）

４

知
事
は
、
第
二
項
の
調
査
に
よ
り
土
砂
等
の
崩
落
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
当
該
必
要
な
措
置
を

執
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

（
譲
受
け
）

（
譲
受
け
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次 

 
 

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
に
、
特
定
事
業
区
域
の
土
地
の
使
用
権
原
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
規

則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
に
、
特
定
事
業
区
域
の
土
地
の
使
用
権
原
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
規

則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
定
事
業
区
域
の
所
在
地

三

特
定
事
業
区
域
の
位
置

四

（
略
）

四

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
第
一
号 

 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

知
事
は
、
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を

定
め
て
当
該
許
可
に
係
る
特
定
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の

地
位
を
承
継
し
た
者
が
当
該
地
位
を
承
継
し
た
際
、
第
十
一
条
第
一
号 

 
 

イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

七

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の

地
位
を
承
継
し
た
者
が
当
該
地
位
を
承
継
し
た
際
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号

イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。



２

（
略
）

２

（
略
）

（
関
係
書
類
の
保
存
）

（
関
係
書
類
の
保
存
）

第
二
十
四
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
特
定
事
業
に
つ
い
て

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
若
し
く
は
第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
完
了
の
届
出
を
し
た
日
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
九
条
第
一

項
の
許
可
の
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
間
、
当
該
特
定
事
業
に
係
る

土
砂
等
管
理
台
帳
並
び
に
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
た
書
類
及
び

図
面
の
写
し
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条

第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
特
定
事
業
に
つ
い
て

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
若
し
く
は
第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
完
了
の
届
出
を
し
た
日
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
九
条
第
一

項
の
許
可
の
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
間
、
当
該
特
定
事
業
に
係
る

土
砂
等
管
理
台
帳
並
び
に
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
た
書
類
及
び

図
面
の
写
し
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

雑
則

第
五
章

雑
則

（
立
入
検
査
等
）

（
立
入
検
査
等
）

第
二
十
五
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
土
砂
等
の

堆
積
行
為

を
行
っ
た
者
又
は
当
該
土
砂
等
の
堆
積
行
為

に
供
す
る
た
め
に
土

地
を
提
供
し
た
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
土
砂
等
の
堆
積

行
為

を
行
っ
た
者
の
事
務
所
、
事
業
場
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書

類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
関
係
者
に
質
問
し
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す

る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
土
砂
等
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
二
十
五
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
土
砂
等
の

た
い
積
行
為
を
行
っ
た
者
又
は
当
該
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
に
供
す
る
た
め
に
土

地
を
提
供
し
た
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
土
砂
等
の
た
い

積
行
為
を
行
っ
た
者
の
事
務
所
、
事
業
場
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書

類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
関
係
者
に
質
問
し
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す

る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
土
砂
等
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

（
市
町
村
条
例
と
の
調
整
）

（
市
町
村
条
例
と
の
調
整
）

第
二
十
七
条

知
事
は
、
市
町
村
の
土
砂
等
の
堆
積
行
為

に
よ
る
土
壌
汚
染
等
の

発
生
の
未
然
防
止
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
い

て
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
条
例

の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条

知
事
は
、
市
町
村
の
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
に
よ
る
土
壌
汚
染
等
の

発
生
の
未
然
防
止
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
い

て
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
条
例

の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
六
章

罰
則

第
六
章

罰
則

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は



百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

一

第
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
九
条
第
六
項
、
第
二
十
条
第
四
項

又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

二

（
略
）

二

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

一

第
十
二
条
第
五
項
、
第
十
三
条
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
又

は
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し

た
者

一

第
十
二
条
第
五
項
、
第
十
三
条
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
又

は
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し

た
者

二

（
略
）

二

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

 
 


